
議案第１０３号 

さいたま市授業料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について

さいたま市授業料等徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成３０年６月６日提出

さいたま市長 清 水 勇 人  

さいたま市授業料等徴収条例の一部を改正する条例

さいたま市授業料等徴収条例（平成１３年さいたま市条例第１１６号）の一部を次

のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、さいたま市立の高等学校の授

業料、入学料及び入学選考手数料、さいたま市立

の中等教育学校の授業料、進級料、入学料及び入

学選考手数料並びにさいたま市立浦和中学校（次

条において「中学校」という。）の入学選考手数

料（以下「授業料等」という。）の徴収に関し必

要な事項を定めるものとする。

第１条 この条例は、さいたま市立の高等学校の授

業料、入学料及び入学選考手数料並びにさいたま

市立浦和中学校（次条において「中学校」という。

 ）の入学選考手数料（以下「授業料等」という。

）の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

 （授業料等の額）

第２条 授業料等の額は、次の表に定めるとおりと

する。

学校の別 授業料等の区分 授業料等の額

高等学校  ［略］

中等教育

学校

授業料

（後期

課程）

市内生 年額 １１８，

８００円

市外生 年額 １８０，

０００円

進級料 後期課程

に進級す

る市内生

５，６５０円

後期課程

に進級す

る市外生

７３，０００円

 （授業料等の額）

第２条 授業料等の額は、次の表に定めるとおりと

する。

学校の別 授業料等の区分 授業料等の額

高等学校  ［略］



入学料 後期課程 ５，６５０円

へ転入学

又は編入

学を許可

された市

内生

後期課程

へ転入学

又は編入

学を許可

された市

外生

７３，０００円

入学選考手数料 ２，２００円

中学校  ［略］ 中学校  ［略］

２ 一の年度において高等学校及び中等教育学校の

後期課程に在学する月の数（１月未満の端数があ

るときは、これを１月とする。）が１２月に満た

ない場合の授業料の額は、授業料の年額の１２分

の１に相当する額（以下「月額相当授業料」とい

う。）に当該月の数を乗じて得た額とする。

２ 一の年度において高等学校に在学する月の数（

１月未満の端数があるときは、これを１月とする。

 ）が１２月に満たない場合の授業料の額は、授業

料の年額の１２分の１に相当する額（以下「月額

相当授業料」という。）に当該月の数を乗じて得

た額とする。

３ ［略］ ３ ［略］

（授業料等の徴収方法）  （授業料等の徴収方法）

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

２ 入学料又は進級料は、入学（転入学等を含む。

以下同じ。）又は進級の許可をした日の属する月

の末日までに徴収する。

２ 入学料は、入学（転入学等を含む。以下同じ。

）の許可をした日の属する月の末日までに徴収す

る。

３ 入学選考手数料は、入学願書の提出の日までに ３ 入学選考手数料は、入学願書の受付の際に徴収

 徴収する。  する。

 （授業料、進級料又は入学料の減免）  （授業料又は入学料の減免）

第７条 市長は、特に必要があると認めるときは、

授業料、進級料又は入学料を減額し、又は免除す

ることができる。

第７条 市長は、特に必要があると認めるときは、

授業料又は入学料を減額し、又は免除することが

できる。

（授業料、進級料又は入学料の督促） （授業料又は入学料の督促）

第８条 市長は、授業料、進級料又は入学料を滞納

した者がある場合において、その納期限後１月を

経過しても納付しないときは、督促状を発しなけ

ればならない。

第８条 市長は、授業料又は入学料を滞納した者が

ある場合において、その納期限後１月を経過して

も納付しないときは、督促状を発しなければなら

ない。

附 則

この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。


